
長崎県災害ボランティア連絡会設置要綱 

 

 

（設置目的） 

第１条 災害時における被災者救援のためのボランティア（以下「災害ボランティ

ア」という。）の普及啓発及び人材育成並びに市町災害ボランティアセンターの

支援を行うとともに関係団体間の連携を促進することを目的として、長崎県災

害ボランティア連絡会（以下「連絡会」という。）を設置する。 

 

（事業） 

第２条 連絡会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業等を行う。 

（１）県民に対する災害ボランティアの普及啓発 

（２）災害ボランティアに関する研修・訓練の実施 

（３）災害ボランティアセンターに対する支援活動 

（４）災害ボランティア活動を円滑に行うための関係団体間の連携体制づくり 

（５）運営委員及び会員情報の管理 

（６）構成団体及び会員への災害ボランティアに関する情報提供 

（７）その他災害ボランティアに関して連絡会で対応すべき事務 

 

（構成） 

第３条 連絡会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。 

 （１）構成団体 

    構成団体とは、前条に掲げる事業等の実施について連携、協働する別表

の団体をいう。構成団体は、別紙により運営委員を推薦する。推薦された運

営委員は、運営委員会に出席し、前条に掲げる事業等に関する事項を決議す

る。 

 （２）会員 

    連絡会に入会した個人及び団体をいう。会員は平常時から災害ボランティア

に必要な知識及び技術の習得に努め、災害時には積極的に災害ボランティア活

動に参加、協力するものとする。また、会員は、事務局から事業年度ごとに登

録情報の変更の有無の確認を求められたときは、これに協力するものとする。 

２ 新たに別表の構成団体となった団体は、速やかに運営委員を推薦するものとする。 

 また、退職、人事異動等により運営委員に変更が生じた場合も、速やかに後任を推

薦するものとする。 

３ 運営委員会の決議により構成団体でなくなった団体に所属する運営委員は、決議

のあった日の翌日にその地位を失うものとする。 

４ 会員に関する事項は、別に定める。 

 

（役員） 

第４条 連絡会に会長１人、副会長１人を置き、運営委員の互選により選出する。 

２ 会長は、連絡会を代表し、その業務を執行する。 

３ 副会長は会長を補佐し、その業務を分担執行する。ただし、会長に事故があると

き又は会長が欠けたときは、その業務に係る職務を代行する。 

４ 役員の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度の末日までとし、再任を妨げ

ない。 



５ 任期満了により退任となった場合は、後任者が選出されるまでの間は役員として

の権利義務を有する。 

６ 退職や人事異動に伴い辞任となった場合は、欠員とし速やかに後任者を選任する。

補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（運営委員会） 

第５条 運営委員会は、必要に応じて会長が招集する。 

２ 運営委員会の議事進行は、会長が担う。 

３ 運営委員会では、次の各号に規定する事項を決議する。 

 （１）事業計画及び予算の承認 

 （２）事業報告及び決算の承認 

 （３）役員の選任及び解任 

 （４）構成団体の変更 

 （５）作業部会の設置 

 （６）要綱等の変更 

 （７）解散 

 （８）その他連絡会の運営上必要な事項 

４ 運営委員会の決議は運営委員の過半数が出席し、出席した運営委員の過半数をも

って決する。可否同数のときは、会長が決する。 

５ 第４項の規定にかかわらず、運営委員の過半数が書面又は電磁的記録により同意

の意思表示をしたときは、運営委員会の議決があったものとみなす。 

６ 会長は、必要に応じて会員をはじめ運営委員以外の者に運営委員会への出席

を求め、その意見を聞くことができる。 

 

（作業部会） 

第６条 作業部会は運営委員会から依頼のあった事項について協議し、その結果を運

営委員会に報告する。 

２ 作業部会は連絡会構成団体の実務を担当する職員又は有識者等をもって構成し、

その委員は、会長が委嘱する。 

３ 作業部会は、運営委員会の依頼のあった事項を完了した時に解散する。 

 

（事務局） 

第７条 連絡会の事務局を社会福祉法人長崎県社会福祉協議会に置く。 

２ 事務局は、第２条に掲げる事業等の実施及び連絡会の運営に伴う各種事務処理に

関する業務を担うものとする。 

 

（経費） 

第８条 連絡会の活動に必要な経費は、公益財団法人県民ボランティア振興基金

（以下「基金」という。）からの交付金及びその他の収入をもって充てる。 

 

（事業年度） 

第９条 連絡会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

（雑則） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、別に



定める。 

 

 

附 則 この要綱は、平成１８年９月５日から施行する。 

附 則 この要綱は、平成１９年３月２日から施行する。 

附 則 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 この要綱は、平成２６年３月３日から施行する。 

附 則 この要綱は、平成２９年１月２０日から施行する。 

附 則 この要綱は、令和２年２月２８日から施行する。 

附 則 この要綱は、令和６年２月８日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

別表（第３条第１項第１号関係） 

長崎県災害ボランティア連絡会構成団体 

１ 特定非営利活動法人島原ボランティア協議会 

２ 長崎県共同募金会 

３ 長崎県市町社会福祉協議会連絡協議会 

４ 長崎県社会福祉協議会 

５ 長崎県生活協同組合連合会 

６ 長崎県民生委員児童委員協議会 

７ （公社）日本青年会議所九州地区長崎ブロック協議会 

８ 日本赤十字社長崎県支部 

９ 日本労働組合総連合会長崎県連合会 

10 

 

10 

佐世保市災害ボランティアネットワーク連絡協議会 

11 日本防災士会長崎県支部 

12 長崎県（県民生活環境課） 

13 （公財）県民ボランティア振興基金 

14 県民ボランティア活動支援センター 

15 ライオンズクラブ国際協会３３７－C地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙（第３条第２項関係） 

 
令和   年   月   日 

 

長崎県災害ボランティア連絡会会長 様 
 

 

構成団体名                   

 

団体代表者職氏名                

 

 

長崎県災害ボランティア連絡会 

運営委員推薦届 
 

 長崎県災害ボランティア連絡会運営委員について、以下の者を推薦します。 

 

記 

 

 

運営委員氏名         

①連絡先 

 住所：〒   －      

 電話番号：    －    －      

 携帯電話等緊急時に連絡がとれる電話番号：    －    －      

 メールアドレス１（通常時）：資料等送信先 

          ＠ 

 メールアドレス２（緊急時に連絡がとれるアドレス）：携帯電話等 

          ＠ 

②書類等送付先（①と同じ場合は記入不要） 

 住所：〒   －      

 電話番号：    －    －      

③運営委員の所属・役職名： 

 


